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   川越市表彰規則の一部を改正する規則 

 川越市表彰規則（昭和３９年規則第３５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項中「有功表彰」を「、有功表彰」に改め、同条第２項第４

号中「上下水道事業の管理者」を「上下水道事業管理者」に、「１６年」

を「１２年」に改め、同号を同項第６号とし、同項第３号を同項第５号と

し、同項第２号の次に次の２号を加える。 

 ⑶ 教育長としての在職期間が１２年に達した者 

 ⑷ 常勤の監査委員としての在職期間が１２年に達した者 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


